
広報 にっこう １０

　
４
月
か
ら
の
消
費
税
率
８
％
へ
の
引
き

上
げ
に
伴
い
、
低
所
得
者
へ
の
影
響
を
考

慮
し
、
臨
時
福
祉
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

　
ま
た
、
子
育
て
世
帯
へ
の
負
担
緩
和
の

た
め
、
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
を

支
給
し
ま
す
。
い
ず
れ
の
給
付
金
も
暫
定

的
・
臨
時
的
な
も
の
で
す
。

怯
臨
時
福
祉
給
付
金

焔
支
給
対
象
者
 

　
１
月
１
日
現
在
、
市
の
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
さ
れ
て
い
る
、
市
民
税（
均
等
割
）

非
課
税
の
方（
た
だ
し
次
の
方
を
除
く
）。

・
市
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て
い
る

　
方
の
扶
養
親
族
な
ど

・
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
な
ど

焔
支
給
額

　
対
象
者
１
人
に
つ
き
１
万
円
で
す
。
な

お
、
次
の
方
に
つ
い
て
は
１
人
に
つ
き
５
、

０
０
０
円
を
加
算
し
ま
す
。

・
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺

　
族
基
礎
年
金
の
受
給
者
な
ど

※
３
月
分
の
受
給
権
が
あ
り
、
４
月
分
ま

　
た
は
５
月
分
の
年
金
の
支
払
い
が
あ
る

　
方
が
対
象
。

・
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
、

　
特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
、

　
福
祉
手
当（
経
過
措
置
分
）の
受
給
者

※
１
月
分
の
手
当
な
ど
を
受
給
し
て
い
る

　
方
が
対
象
。

・
原
爆
被
爆
者
諸
手
当
の
受
給
者
な
ど

焔
申
請
に
つ
い
て

　
市
民
税（
均
等
割
）が
非
課
税
の
方
を
対

象
に
、
税
務
課
か
ら
６
月
　
日
に
申
請
書

３０

を
送
付
し
ま
す
。
期
限
ま
で
に
郵
送
ま
た

は
窓
口
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

怯
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金

焔
支
給
対
象
者
 

　
１
月
１
日
現
在
、
市
の
住
民
基
本
台
帳

に
登
録
さ
れ
て
い
る
、
１
月
分
の
児
童
手

当（
特
例
給
付
を
含
む
）の
受
給
者（
た
だ

し
、
次
の
方
を
除
く
）。

・
臨
時
福
祉
給
付
金
の
支
給
対
象
者

・
平
成
　
年
中
の
所
得
が
児
童
手
当
の
所

２５

　
得
制
限
額
を
超
え
る
方

・
生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
な
ど

焔
支
給
額

　
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円

※
対
象
と
な
る
の
は
、
１
月
分
の
児
童
手

　
当
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
児
童（
１
月

　
１
日
生
ま
れ
を
含
む
）。

焔
申
請
に
つ
い
て

　
１
月
分
の
児
童
手
当
受
給
者
を
対
象
に
、

子
育
て
支
援
課
か
ら
６
月
　
日
に
申
請
書

３０

を
送
付
し
ま
す
。
期
限
ま
で
に
郵
送
ま
た

は
窓
口
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

怯
申
請
期
間

　
７
月
１
日（
火
）～
　
月
　
日（
木
）

１２

２５

※
各
申
請
窓
口
の
執
務
時
間
中

怯
申
請
場
所

　
本
庁（
高
齢
福
祉
課
・
子
育
て
支
援
課
）
、

各
総
合
支
所（
市
民
福
祉
課
）、
各
支
所
・

出
張
所
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

怯
給
付
金
は
口
座
振
込
み
で

　
申
請
を
受
け
付
け
た
後
、
課
税
や
扶
養

の
状
況
な
ど
の
審
査
を
行
い
、
支
給
決
定

の
有
無
に
つ
い
て
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

　
ま
た
こ
の
２
つ
の
給
付
金
は
、
金
融
機

関
の
口
座
に
振
込
み
ま
す
。

　
な
お
、
口
座
を
お
持
ち
で
な
い
方
は
、

下
記
の
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
に
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

怯
特
別
な
対
応
を
必
要
と
す
る
場

　
合
は

　
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
避
難
し

て
い
る
方
で
、
住
民
票
を
移
す
こ
と
が
で

き
な
い
場
合
は
、
必
要
な
手
続
き
を
案
内

し
ま
す
。
く
わ
し
く
は
、
人
権
･
男
女
共

同
参
画
課（
緯（
　
）５
１
４
８
）ま
で
お
問

２１

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

怯
特
殊
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

　
市
や
厚
生
労
働
省
な
ど
が
、
２
つ
の
給

付
金
支
給
の
た
め
、
手
数
料
な
ど
の
振
り

込
み
を
求
め
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
世
帯
構
成
や
銀
行
の
口
座
番
号
な
ど

の
個
人
情
報
を
照
会
す
る
こ
と
も
あ
り
ま

せ
ん
。
 

　
自
宅
や
職
場
な
ど
に
官
公
庁
の
職
員
な

ど
を
か
た
っ
た
電
話
が
掛
か
っ
て
き
た
り
、

郵
便
が
届
い
た
り
し
た
ら
、
市
や
最
寄
り

の
警
察
署
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は

臨
時
福
祉
給
付
金
に
つ
い
て

　
高
齢
福
祉
課
緯（
　
）５
１
０
０

２１

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
に
つ
い
て

　
子
育
て
支
援
課
緯（
　
）５
１
０
１

２１

申
請
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て

　
専
用
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー（
フ
リ
ー
ダ
イ

　
ヤ
ル
）緯
０
８
０
０（
　
）２
６
７
２

８００

※
支
給
対
象
者
の
確
認
や
、
申
請
書
の
書

　
き
方
な
ど
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
ル
セ
ン

　
タ
ー
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
期

　
間
は
、
６
月
　
日
（
水
）～
平
成
　
年
２

２５

２７

　
月
　
日（
金
）
で
す（
受
付
は
午
前
８
時

２７

　
　
分
～
午
後
５
時
　
分
）。

４５

１５

臨
時
福
祉
給
付
金
・

　
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
に
つ
い
て

２０１４年７月号１１

高
齢
者
の
孤
独
感
の
解
消
や
生

き
が
い
づ
く
り
の
増
進
な
ど
福

祉
に
関
す
る
諸
問
題
を
地
域
で

支
え
て
い
く
仕
組
み
で
す
。
日

光
市
独
自
の
施
策
で
、
現
在
、

　
施
設
で
年
間
延
べ
約
２
万
３

１５千
人
の
方
が
利
用
し
て
い
ま
す
。

角
こ
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

　
日
光
市
に
住
民
登
録
の
あ
る

高
校
３
年
生
相
当（
　
歳
到
達

１８

後
の
最
初
の
３
月
　
日
）ま
で

３１

の
お
子
さ
ん
が
、
病
気
や
け
が

で
健
康
保
険
が
適
用
に
な
る
診

療
を
受
け
た
場
合
に
、
そ
の
医

療
費
の
自
己
負
担
分
と
入
院
時

食
事
療
養
費
を
市
が
助
成
す
る

制
度
で
す
。

　
入
院
時
食
事
療
養
費
は
、
償

還
払
い
と
な
り
ま
す
が
、
自
己

負
担
分
に
つ
い
て
は
、
県
内
医

療
機
関
で
の
窓
口
支
払
い
が
不

要
で
す
。

　
　
　
況
　
　
　
　
況

　
今
回
紹
介
し
た
も
の
以
外
に

も
、
他
市
や
他
県
に
誇
れ
る
、

優
れ
た
事
業
や
美
し
い
風
景
な

ど
を
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

く
わ
し
く
は

秘
書
広
報
課
　広
報
広
聴
係

　
　
　
　
　
緯（
　
）５
１
３
５

２１

い
い
ト
コ
１
番
日
光
市

　
い
い
ト
コ
い
っ
ぱ
い
日
光
市

の
中
で
、
県
内
で
も
っ
と
も
優

れ
て
い
る
、
ま
た
は
県
内
で
初

の
事
業
を
紹
介
し
ま
す
。

　
日
光
市
に
は
１
番
の
も
の
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

角
ね
た
き
り
老
人
等
紙
お
む
つ

　
給
付
事
業

　
常
時
、
紙
お
む
つ
を
必
要
と

す
る
方
に
、
紙
お
む
つ
を
支
給

し
ま
す
。

　
給
付
金
額
は
６
、０
０
０
円

で
、
県
内
で
最
高
額
で
す
。

角
緊
急
通
報
装
置
貸
与
事
業

　
家
庭
に
お
け
る
急
病
や
災
害

な
ど
の
緊
急
時
の
連
絡
用
と
し

て
、
緊
急
通
報
装
置
の
貸
与
を

行
い
ま
す
。

　
対
象
者
に
日
中
独
居
と
な
る

高
齢
者
を
含
む
の
は
、
県
内
で

日
光
市
の
み
で
す
。

角
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
自

　
己
負
担
独
自
助
成
制
度

　
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
す
る
方
の
う
ち
市
民
税
課
税

世
帯
の
方
は
、
原
則
と
し
て
費

用
の
　
パ
ー
セ
ン
ト
を
負
担
す

１０

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
日
光
市
は
、
利
用
者
の
負
担

軽
減
を
図
る
た
め
、
５
パ
ー
セ

ン
ト
を
助
成
し
て
い
ま
す（
た

だ
し
、
居
住
系
サ
ー
ビ
ス
を
除

き
ま
す
）。

　
こ
の
助
成
制
度
の
導
入
は
、

日
光
市
が
県
内
で
初
め
て
で
す
。

角
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
施
設

　
等
整
備
費
補
助
金
交
付
金
制

　
度

　
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
う

ち
、
日
光
市
内
で
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
や
ケ
ア
ホ
ー
ム
、
就
労

支
援
施
設
、
短
期
入
所
施
設
な

ど
の
整
備
を
行
う
社
会
福
祉
法

人
な
ど
に
対
し
、
補
助
金
を
交

付
し
ま
す
。

　
上
限
額
は
新
築
で
　
万
円
、

８００

改
築
な
ど
で
　
万
円
で
す
。
市

５００

単
独
事
業
で
の
補
助
金
上
限
額

は
県
内
で
日
光
市
が
最
高
額
で

す
。

ま
だ
ま
だ
い
い
ト
コ
日
光
市

　
他
に
も
ま
だ
ま
だ
「
い
い
ト

コ
」
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

角
在
宅
介
護
オ
ア
シ
ス
支
援
事

　
業
　
在
宅
介
護
オ
ア
シ
ス
支
援
事

業
は
、
高
齢
者
や
障
が
い
者
に

日
常
的
な
集
い
の
場
や
乳
幼
児

や
児
童
に
保
育
の
場
を
提
供
し

て
い
ま
す
。

　
子
育
て
支
援
と
障
が
い
者
、

　日光市にはまだまだ知られていない、良い「モノ」「コト」「場所」などがたくさんあります。

　市は、「いいトコいっぱい日光市」と題し、そのような情報を随時、発信しています。

　今回は、その中の一部を紹介します。


